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タイトル 特例措置を適用した際の指定整備記録簿の記載方法 

概要 特例措置を適用した際の指定整備記録簿の記載方法について説明します。 

記 

1. 指定整備記録簿に次のことを記載 

指定整備記録簿に次のことを記載する。 

・ 『OBD 検査結果』欄の「良」に○印を記載 

・ 『走行テスト等の方法と結果』欄にテルテール点灯状況 

（点灯又は点滅していないこと）の確認結果を記載 

 

2. テルテールの点灯状況について写真又は動画で記録 

テルテールの点灯状況について写真又は動画で記録する。 

この際、撮影日時がわかるもの（時計等）を当該写真又は動画内にあわせて記録しておく。 
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3. 記載例 

 

 

以上 

 

最終更新日：令和 8 年 3 月 16 日 


